
 

 

京都市訓令甲第   号 

区  役  所 

京都市区長等専決規程の一部を次のように改正する。 

令和８年３月３１日 

京都市長  松 井 孝 治 

別表区長の項第１３号及び担当区長の項第１５号中「、貸借」及び「、物品の譲渡、交

換及び寄託の決定及び契約にあっては」を削る。 

別表地域力推進室長の項第７号中「及び手数料」を「、手数料その他諸収入」に改める。 

別表課長（総務・防災課長、総務・防災・地域連携促進課長、戸籍住民課長、保険年金

課長及び子どもはぐくみ課長を含む。）の項中「、総務・防災・地域連携促進課長」を削

り、同項第１号中「及び同室総務・防災・地域連携促進課長」を削り、同項第９号中「及

び手数料」を「、手数料その他諸収入」に改め、同項中第１９号を第２０号とし、第１３

号から第１８号までを１号ずつ繰り下げ、第１２号の次に次の１号を加える。 

⒀ 物品の貸借の決定及び契約に関すること。 

別表室に置く課長及び担当課長の項第９号中「及び手数料」を「、手数料その他諸収入」

に改める。 

別表総務・防災課長及び総務・防災・地域連携促進課長の項第５号を次のように改める。 

⑸ １件２，０００，０００円以下又は供給量１０万立方メートル未満のガスの需給契

約及び１件２，０００，０００円以下又は契約電力５０キロワット未満の電気の需給

契約に関すること。ただし、随意契約に限る。 

別表総務・防災課長及び総務・防災・地域連携促進課長の項中「及び総務・防災・地域

連携促進課長」を削り、同項第８号中「１，０００，０００円」を「２，０００，０００

円」に改める。 

別表障害保健福祉課長の項第６号を削り、同項第７号を同項第６号とし、同項第８号中

「左京区役所、山科区役所、右京区役所及び伏見区役所以外の区役所並びに区役所支所の

障害保健福祉課長にあっては」を「点字図書」に改め、同号を同項第７号とし、同項中第

９号を第８号とし、第１０号を削り、第１１号を第９号とし、第１２号を第１０号とし、

第１３号を第１１号とし、第１４号を削り、第１５号を第１２号とし、第１６号を第１３

号とする。 

別表障害保健福祉課担当課長の項を削る。 

１８



 

 

別表京北出張所次長の項第１７号中「及び手数料」を「、手数料その他諸収入」に改め、

同項第２８号中「、京都市重度心身障害者医療費支給条例」を削る。 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 


